
スタートアップ事業スタートアップ事業

5万円を助成
3年間まで

県社協が
あれこれいろいろ
応援します

「どうやったら応援してもらえるの？」
A.たった１枚の申請書を県社協に提出するだけでOK!

【対 象】
(1 )青森県内で制度ではない居場所の活動を３年以内に行う予定か、
　活動を開始して１年未満の個人又は団体であること
(2)活動が営利を目的としておらず、利用料が無料又は低額である
　こと
(3)食を通じた活動を目指していること
(4)年6回以上の定期的な開催を目指していること
(5)利用する人が集まる場が確保されていること
(6)助成金の収支報告ができ、領収書等を県社協に提出できること
(7)県社協が指定する打合せや会議等に参加できること
(8)「みんなの居場所」に登録する意思があること
(9)県社協が実施するみんなの居場所に関する研修会等に年1回以上
　参加できること　　　等

み ん な の 居 場 所
居場所づくりを始めたい人集まれー！

申請・問い合わせ先
社会福祉法人青森県社会福祉協議会 社会貢献活動推進室

E-mail:E-mail:shiawase@aosyakyo.or.jp

〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ２階
TEL:017-723-1391(代表)　FAX:017-723-1394



「みんなの居場所スタートアップ事業申請書」 

 

１．申請者概要  

(1)申請者名 

（団体名がある場合

はご記入ください） 

 

 

(2)代表者名 

ふりがな 

氏 名 

(3)連絡先 

住所等 

〒 TEL:  

FAX:  

E-mail: 

(4)担当者名 
ふりがな 

氏 名 

(5)現在の 

活動内容 
 

２．今後の予定 

(1)居場所の 

内容・特徴 

 

(2)居場所の 

対象者(人数) 

 

(3)居場所の 

開催場所（住所） 

 

(4)居場所の 

開催頻度 

 

(5)利用料金 
 

(6)活動開始日 

又は 

開始予定日 

西暦    年   月   日  開始・予定（どちらかに〇） 

(7)助成金の 

使途（予定） 

 

※年間５万円 

 

 

 

 

 

 

       年   月   日 

                 活動主体（代表者等氏名）          印 


